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食
品
香
料
ジ
ア
セ
チ
ル
の
ば
く
露
に
よ
る
閉
塞
性
肺
疾
患
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
二
〇
二
〇
年
十
二
月
、
日
本
で
初
と

な
る
労
災
認
定
を
行
っ
た
。
労
災
申
請
は
二
〇
一
八
年
十
二
月
六
日
に
さ
れ
、
認
定
ま
で
丸
二
年
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
が
、
「
労
働
者
の
負
傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
等
に
対
し
て
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
」
（
労
働
者
災

害
補
償
保
険
法
第
一
条
）
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

今
回
の
労
災
事
例
は
食
品
香
料
製
造
工
場
に
お
い
て
合
成
香
料
を
製
造
中
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
労
災
認
定
後
、
こ

の
事
業
場
に
対
し
て
作
業
環
境
の
改
善
や
呼
吸
保
護
具
の
着
用
等
、
再
発
防
止
の
た
め
の
安
全
対
策
の
指
導
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
た
の
か
。 

二 

こ
の
事
業
場
で
は
認
定
当
事
者
以
外
に
も
二
十
人
ほ
ど
が
作
業
に
従
事
し
て
お
り
、
中
に
は
咳
が
続
く
な
ど
の
呼
吸
器
症

状
が
見
ら
れ
た
労
働
者
の
存
在
も
証
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
及
び
退
職
者
に
対
す
る
健
康
調
査
お
よ
び
肺
機
能

調
査
等
は
実
施
さ
れ
た
の
か
。 

三 

近
年
、
日
本
で
も
食
品
香
料
と
し
て
ジ
ア
セ
チ
ル
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
香
料
工
業
会
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
現

在
、
国
内
で
は
四
十
二
社
が
年
間
計
一
・
六
ト
ン
の
ジ
ア
セ
チ
ル
を
使
っ
て
香
料
を
製
造
し
て
い
る
が
、
厚
労
省
は
直
近
の
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製
造
事
業
者
数
、
製
造
量
、
労
働
者
数
を
把
握
し
て
い
る
か
。 

四 
今
回
の
労
災
認
定
事
例
に
つ
い
て
、
ジ
ア
セ
チ
ル
を
扱
う
関
連
業
界
等
に
対
し
て
早
急
に
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、

ば
く
露
の
低
減
対
策
の
指
導
、
労
働
者
及
び
退
職
者
に
つ
い
て
健
康
調
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

ジ
ア
セ
チ
ル
を
扱
う
工
場
、
事
業
所
は
全
国
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
厚
労
省
は
二
〇
一
七
年
八
月
に
、
ジ
ア
セ
チ
ル
を

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
九
「
名
称
等
を
表
示
し
、
又
は
通
知
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
」
に
指
定
し
て
い
る

（
厚
生
労
働
省
・
基
発
〇
八
〇
三
第
六
号
）
が
、
労
働
現
場
に
お
け
る
管
理
の
実
態
把
握
等
適
切
な
リ
ス
ク
管
理
や
作
業
環

境
の
改
善
に
向
け
た
対
策
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
講
じ
ら
れ
た
の
か
。 

六 

厚
労
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
職
場
の
あ
ん
ぜ
ん
サ
イ
ト
」
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
で
は
、
ジ
ア
セ
チ

ル
の
特
定
標
的
臓
器
毒
性
（
反
復
ば
く
露
）
に
関
し
て
は
、
過
去
の
「
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
製
造
工
場
で
混
合
作
業
を
行
う
作
業

者
」
の
海
外
事
例
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
今
回
の
認
定
事
例
を
新
た
な
根
拠
デ
ー
タ
と
し
て
追
加
記
載
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
な
ぜ
早
急
に
見
直
さ
な
い
の
か
。 

七 

厚
労
省
は
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
（
三
・
三

ジ
ク
ロ
ロ

四
・
四

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
）
を
原
因
と
す
る
膀
胱
が
ん
の

事
案
に
つ
い
て
、
事
案
発
生
を
認
識
し
た
二
〇
一
六
年
の
段
階
で
、
「
三
・
三

ジ
ク
ロ
ロ

四
・
四

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ

′ 

′ 

′ 

′ 
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ニ
ル
メ
タ
ン
（
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
る
健
康
障
害
の
防
止
対
策
に
つ
い
て
」
（
基
安
発
〇
九
二
一
第
一
号
）
を
発
出
し
、
関
連

事
業
団
体
宛
て
に
、
①
法
令
に
基
づ
く
ば
く
露
防
止
措
置
等
の
徹
底
、
②
膀
胱
が
ん
に
関
す
る
検
査
の
実
施
な
ど
を
要
請
し

て
い
る
。 

 
 

さ
ら
に
、
複
数
の
被
災
労
働
者
か
ら
の
労
災
申
請
に
つ
い
て
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
に
専
門
家
検
討
会
で
の
検
討
結
果
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
と
と
も
に
労
災
認
定
基
準
を
示
し
、
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
取
り
扱
う
事
業
場
に
対
す
る
労
災
請
求
勧
奨

ま
で
行
っ
て
い
る
。 

 
 

Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
膀
胱
が
ん
も
、
ジ
ア
セ
チ
ル
に
よ
る
閉
塞
性
肺
疾
患
も
、
同
じ
く
昨
年
十
二
月
に
国
内
初
の
労
災
認
定

事
例
と
な
っ
た
が
、
ジ
ア
セ
チ
ル
に
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
と
同
様
の
対
策
を
と
っ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。 

八 

近
年
、
国
内
で
先
例
の
な
い
化
学
物
質
の
ば
く
露
に
よ
る
新
た
な
職
業
病
の
労
災
事
案
が
相
次
い
で
い
る
。
よ
り
迅
速
か

つ
適
切
に
労
災
認
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
ジ
ア
セ
チ
ル
を
起
因
と
す
る
疾
病
を
労
働
基
準
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
二
に
掲

げ
る
「
化
学
物
質
等
に
よ
る
疾
病
」
に
定
め
、
迅
速
な
労
働
災
害
の
認
定
に
繋
げ
る
よ
う
検
討
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
申
請
か

ら
認
定
ま
で
二
年
以
上
も
費
や
し
て
い
る
実
態
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
本
旨
に
反
し
て
い
る
。
本
省
協
議
の
体
制

や
専
門
家
に
よ
る
検
討
会
の
あ
り
方
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ど
う



 

４ 

 

取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


